
議
員
提
出
第
九
号
議
案

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
支
援
を
継
続
・
拡
充
す
る
取
組
宣
言
決
議

東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年
が
経
過
し
た
が
、
被
災
地
の
復
興
及
び
被
災
者
の
生
活
再
建
は
い
ま
だ
緒
に
就

い
た
ば
か
り
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
、
特
に
、
被
害
の
あ
ま
り
の
甚
大
さ
と
多
く
の
人
命
が
失
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
復
興
・
再

建
に
不
可
欠
な
専
門
的
知
識
・
経
験
を
有
す
る
人
材
の
不
足
問
題
及
び
数
十
年
分
の
処
理
量
に
相
当
す
る

「
災
害
が
れ
き
」
問
題
と
が
、
被
災
地
域
に
お
け
る
復
興
、
産
業
再
生
、
生
活
再
建
に
大
き
な
障
害
と
な
っ

て
い
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
被
災
地
の
自
治
体
・
住
民
の
努
力
の
み
で
は
解
決
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
広
域
的

な
支
援
を
求
め
る
声
は
被
災
地
を
中
心
に
高
ま
り
、
こ
れ
に
応
え
よ
う
と
す
る
動
き
も
全
国
に
広
が
り
つ
つ

あ
る
。

ま
た
、
近
年
の
大
規
模
災
害
の
多
発
化
や
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
発
生
な
ど
、
広
域
連
携
に
よ
る
対
処
が
必

要
な
事
案
の
頻
発
と
い
う
事
態
を
み
る
と
き
、
大
分
県
民
の
安
全
・
安
心
を
守
る
上
か
ら
も
、
こ
の
よ
う
な

被
災
地
の
課
題
を
よ
そ
事
と
し
て
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

よ
っ
て
、
本
県
議
会
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
の
復
興
支
援
と
し
て
、
必
要
と
さ
れ
る
人
材
の
派
遣

に
つ
い
て
継
続
・
拡
充
す
る
こ
と
を
県
民
・
自
治
体
・
企
業
等
に
要
請
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
厳
格
な
検

査
を
実
施
し
、
安
全
基
準
を
ク
リ
ア
し
た
も
の
を
前
提
に
し
た
「
災
害
が
れ
き
」
の
広
域
処
理
に
つ
い
て
、

県
民
の
理
解
を
図
り
な
が
ら
県
内
自
治
体
に
協
力
を
要
請
し
、
か
つ
、
広
く
県
民
に
も
被
災
地
の
重
大
課
題

へ
の
理
解
と
協
力
を
呼
び
か
け
て
、
復
興
と
生
活
再
建
に
向
け
た
支
援
に
一
致
し
て
取
り
組
む
気
運
の
醸
成

を
図
る
こ
と
を
こ
こ
に
宣
言
す
る
。

右
、
決
議
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

大

分

県

議

会


